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(表面) 
 

注 意 事 項 
1 この証明書の交付を受けたときには、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保
持してください。 
2 この証明書では、資格を喪失する前に、発生した傷病及びこれによって発生し
た疾病についてのみ、診療が受けられます。診療を受けようとする際には、必ず
この証明書をその窓口で渡してください。 
3 この証明書で診療を受けたとき、船員法第89条第2項(職務上の災害発生日が平
成21年12月31日以前である場合は船員法第89条第1項を含む。以下同じ。)に該当
したことにより船舶所有者等から交付を受けた船員保険療養補償証明書をこの証
明書に添えて窓口で渡した場合は、一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支
払う必要がありませんが、それ以外の場合は次の額をその都度支払ってください。 
 (1) 保険診療の費用((2)の費用を除く。) 
  ア 被保険者であった者 3割に相当する額 
    ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合は

その月)以後の場合は、2割(ただし、昭和19年4月1日までに生まれた方は1割)
に相当する額となります。 

  イ 被扶養者であった者 3割に相当する額 
    ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)

の場合は2割に相当する額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初
日である場合はその月)以後の場合は2割(ただし、昭和19年4月1日までに生
まれた方は1割)に相当する額となります。 

 (2) 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用 定額の食事療養標準負担
額又は生活療養標準負担額 

4 この証明書は、次に該当するときは直ちに返納してください。 
 (1) 船員法第89条第2項に該当したことによりこの証明書の交付を受けた場合 
   被保険者となったとき、受給期限が到来したとき又は診療を受けていた傷

病が治った等のため不要となったとき。 
 (2) (1)以外の場合 
   健康保険法第3条第2項の規定による被保険者等として療養の給付等が受け

られるようになったとき、被保険者等、健康保険の被保険者等、国民健康保険
の被保険者、後期高齢者医療の被保険者等となったとき、被保険者の資格を喪
失してから起算して6月を経過したとき又は診療を受けていた傷病が治った等
のため不要となったとき。 

5 表面の記載事項のうち被保険者又は受給者の氏名又は住所に変更があったと
きは、この証明書を提出するとともに、新旧の氏名又は住所を5日以内に届け出て
ください。 
6 不正にこの証明書を使用したときは、刑法によって罰せられることがありま
す。 
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